
（1）令和５（₂₀₂₃）年５月₂₄日　水曜日

令和５(2023)年
５月24日(水)
号　　外
第 39 号

本号で公布された条例のあらまし

目　　　　　　 次

条 例
○栃木県議会の会期に関する条例の一部改正………………………………………………………………………… ₂
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本号で公布された条例のあらまし 

◇栃木県議会の会期に関する条例の一部改正（栃木県条例第24号） 

１ 令和５（2023）年５月18日から令和６（2024）年３月31日までの会期における栃木県議会の定例日を定め

ることとしました。（別表関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 



（2） 号外第39号栃 木 県 公 報令和５（2023）年５月24日　水曜日
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（3）栃 木 県 公 報令和５（2023）年５月24日　水曜日 号外第39号

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒₃₂₀︲₈₅₀₁ 宇都宮市塙田１丁目１番₂₀号　販売価格１か月₃，₁₂₀円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒₃₂₁︲₀₉₀₄ 宇都宮市陽東５丁目９番₂₁号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）
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